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１ 公益社団法人船橋市清美公社      【クリーン推進課】  

 

本市のし尿くみ取りについては、9 業者（許可業者）が協同組合を結成し、さらに企業統合して 1 業者として

くみ取り業務を行ってきた。 

しかし、経済性を追求する企業形態であるため、ややもすれば独善的に陥りやすく、市民サービス面は二次的

になってしまうので、とかく市民からの苦情等も起こりがちであった。 

そこでこれを市民サービス本位の形態に変え、公共性の強化をはかるためには、公社制度とする以外にはない

との考え方をもち、また市議会でも公社制度にすべきであるとの意見も多く出されていた。 

このため公社設立促進協議会を結成し、設立に際しての基本的な問題を検討し、これを市長に答申した。 

この答申の概要は、清掃業務が市民生活に直結した公共性の強い事業であるので、営利を目的としない社団法

人にすべきとし、また役員の転業、会社の資産等の買上げもあり、公社が時価（総額 1 億 2,000 万円が妥当であ

るとしている。）で買上げることとし、この答申に基づき、市では諸般の準備を行い、設立総会を経て、社団法

人船橋市清美公社が発足したものである。 

その後、公益法人改革関係法の施行があり、公益社団法人への移行認定申請を行い、千葉県公益認定等審議会

を経て千葉県知事の認定を受け、平成 24 年 4 月 1 日に公益社団法人の設立登記を完了した。 

 

○所在地 潮見町 16-7 

○設立年月日 昭和 43 年 7 月 1 日 

○目的 廃棄物の処理、し尿及び下水道施設等の管理又は環境衛生啓発活動等に関する事業を行うことにより、

船橋市及びその周辺地域における公衆衛生の向上、災害の防止及び生活環境の保全等を図り、もって市

民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

○事業概要 

・市の委託契約に基づくし尿収集事業 

・市の委託契約に基づく下水処理場運転管理事業 

・浄化槽清掃および汚泥収集運搬事業 

○出資金 40,000 千円 

○事業収入見込 1,095,000 千円（令和 5 年度） 

○役員構成 理事長 1 人 専務理事 1 人 理事（非常勤）1 人（環境部長） 

監事（非常勤）2 人 

○職員 機構は総務部、事業部、下水道部の 3 部構成 職員総数 156 人 

○収集車両台数（バキューム車） 

事業部（し尿汲取）9 台（うち 2 台は習志野市の収集用） （浄化槽汚泥）10 台  計 19 台 

 

２ 公益財団法人船橋市医療公社       【健康政策課】  

 

１ 設立の趣旨 

 船橋市は社団法人船橋市医師会（当時）と共に出捐し、寄附行為に定める諸事業を通じて保健衛生行政を補

完する重要な協力機関として、昭和 55 年 3 月 31 日に財団法人船橋市医療公社（平成 25 年 4 月 1 日公益財団
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法人へ移行）を設立したものである。 

 

２ 目的 

 公社は、一般の医療機関が休診する時間帯における急病患者に対する診療業務等を行い、地域保健医療の発

展に寄与することを目的とする。 

 

３ 事業概要 

 公益法人として夜間休日急病診療所事業を実施することにより、公益性が高い事業を推進していく。 

夜間休日急病診療所事業 

（１）夜間休日急病診療所の管理運営 

（２）医療安全対策委員会の定期的開催 

 

３ 公益財団法人船橋市生きがい福祉事業団  【高齢者福祉課】  

 

１ 目的（昭和 55年 4月 24日設立、平成 24年 4月 1日公益財団法人へ移行） 

 生きがい福祉事業団は、定年退職者等の高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業

務に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供すること、並びに障害者及び母子家庭の母、

寡婦に働く機会を提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助して、

これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とし

ている。 

 

２ 事業団の構成 
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３ 会員の現状  ４ 職業別就業実績 

（令和 5 年 3 月 31 日現在）  （各年度末現在） 

職種 会員数   30 R1 R2 R3 R4 

技術群 61  

職
業
別
就
業
人
員
（
人
） 

技術群 25 24 4 20 26 

技能群 103  技能群 7,833 7,820 7,092 6,475 6,460 

事務群 64  事務群 215 231 211 214 205 

管理群 575  管理群 6,219 6,190 5,978 6,103 6,052 

折衝外交群 27  折衝外交群 39 44 27 86 104 

一般作業群 394  一般作業群 12,478 12,267 10,989 10,361 10,341 

サービス群 47  サービス群 349 332 231 180 119 

その他 0  その他 0 0 0 0 0 

合計 1,271  合計 27,158 26,908 24,532 23,439 23,307 

   会員配分金額(千円) 838,348 842,639 798,072 767,581 743,205 

 

４ 公益財団法人船橋市公園協会    【公園緑地課、環境政策課】  

 

１ 設立の趣旨 

公益財団法人船橋市公園協会は、昭和 57 年 4 月、財団法人船橋市海浜公園管理協会として、京葉臨海地域

における緑化の推進及び社会環境の向上を図ることを目的に設立された。 

その後、多様化する市民サービスの向上に寄与するとともに船橋市全域における事業の実施に対応するため、

平成 3 年 12 月に財団法人船橋市公園協会と名称を改め、目的及び事業内容について変更した。 

また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）の認定を受け、平成 24 年 4 月 1 日

付けで公益財団法人船橋市公園協会に名称変更した。 

 

２ 基本方針 

 この法人は、都市緑化の推進及び環境の整備を行うとともに、公園、スポーツ・レクリエーション施設、芸

術・文化施設及び人工海浜（以下「公園等」という。）の効率的な管理運営と健全な利用の促進を図り、併せ

て市民の余暇の有効活用及び健康増進を支援し、もってうるおいとやすらぎのある市民生活に寄与することを

目的としている。 

 

３ 実施事業 

（１）公益目的事業 

①都市緑化の推進及び環境の整備に関する事業 

②公園等の管理・運営及び利用促進に関する事業 

③その他公益目的を達成するために必要な事業 

（２）収益事業等 

①公園等における便益施設の管理・運営に関する事業 

②その他公益事業各号に定める事業に関連する事業 
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４ 設立及び経過 

昭和 57 年 3 月 30 日 出捐金 2,500 万円を議決 

昭和 57 年 4 月 6 日 設立 

平成 3 年 12 月 27 日 名称･目的･事業内容を変更 

平成 18 年 4 月 1 日 「船橋市アンデルセン公園」について指定管理者の指定を受け、管理運営を開始（5

年間） 

平成 23 年 4 月 1 日 「船橋市アンデルセン公園」について 2 期目の指定管理者の指定を受け、管理運営

を開始（5 年間） 

平成 24 年 4 月 1 日 名称を変更 

平成 28 年 4 月 1 日 

 

平成 29 年 4 月 1 日 

「船橋市アンデルセン公園」について 3 期目の指定管理者の指定を受け、管理運営

を開始（10 年間） 

「ふなばし三番瀬海浜公園・ふなばし三番瀬環境学習館」について公益財団法人科

学技術広報財団との共同事業体である「ふなばし三番瀬海浜公園・ふなばし三番瀬

環境学習館」管理運営グループで指定管理者の指定を受け、管理運営を開始（5 年

間） 

令和 3 年 1 月 1 日 「船橋市運動公園」及び「法典公園」について美津濃株式会社等との共同事業体で

ある「ふなスポ活き生きパーク パートナーズグループ」で指定管理者の指定を受

け、管理運営を開始（5 年 3 か月） 

令和 4 年 4 月 1 日 「ふなばし三番瀬海浜公園・ふなばし三番瀬環境学習館」について公益財団法人科

学技術広報財団との共同事業体である「FSP グループ」で指定管理者の指定を受け、

管理運営を開始（5 年間） 

 

５ 役員 

評議員会には、市の部長及び船橋商工会議所専務理事等が評議員に、理事会では、副市長が理事長に就任し

ているほか、市の部長及び市川市農業協同組合船橋地区統括理事等が理事に、公認会計士等が監事となってい

る。 

 

５ 公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター  【商工振興課】  

 

１ 設立 

平成 4 年 1 月 4 日  

 

２ 設立の趣旨 

 中小企業は、我が国経済社会において重要な地位を占め、多くの勤労者に就業の場を提供しており、今後も

中小企業の役割は一層大きくなっていくことが期待される。 

 しかしながら、目まぐるしい社会経済環境の変化の中で、中小企業が一層の発展を期するためには優秀な人

材の確保・定着を図ることが必要であり、そのためには中小企業と大企業との間に存在する雇用、労働条件等

における様々な格差を縮小することが重要な課題となっている。 

 とりわけ労働福祉の格差は著しく、さらなる高齢社会の進展による影響も踏まえ中小企業勤労者への福祉に
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対するニーズは高まっており、労働福祉の格差を縮小し、中小企業勤労者が生涯にわたり豊かで充実した生活

を送ることができるようにすることが強く要請されるところである。 

以上のような情勢を踏まえて、中小企業が単独では実施しがたい在職中の生活安定、健康の維持増進、老後

生活の安定等にわたる総合的な従業員の福利事業を実施し、中小企業勤労者の福祉の向上を図り、健康でゆと

りある生活の実現を推進する専門機関として、市は「財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター

（FCS）」を設立した。 

 なお、同財団は平成 23 年 4 月には公益財団法人へ移行した。 

 

３ 目的 

 この法人は、船橋市内の中小企業勤労者に対する総合的な福祉事業を行うことにより、これら中小企業勤労

者の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的とする。 

 

４ 事業 

（１）中小企業勤労者の在職中の生活安定及び育児休業のための融資あっ旋事業 

（２）中小企業勤労者の健康の維持増進を図るための健康管理事業 

（３）中小企業勤労者の老後生活の安定を図るための講座等の開催事業 

（４）中小企業勤労者の自己啓発、余暇活動を支援するための講座、旅行等の開催及び補助事業 

（５）中小企業勤労者の財産形成を支援するための相談室・講座等の開催事業 

（６）中小企業における労働時間短縮促進事業 

（７）所得税法施行令第 73 条第 1 項に規定する特定退職金共済団体としての事業 

（８）会員を対象とする共済給付事業 

（９）船橋市勤労市民センターの指定管理者としての管理運営事業 

（10）その他上記の事業を達成するために必要な事業 

 

５ 加入状況（令和 5年 3月末現在） 

・事業所数 308 事業所 

・会員数 3,178 人 

 

６ 公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社 【生涯スポーツ課】  

 

１ 目的 

  文化施設及びスポーツ施設を活かした文化・スポーツ事業を行い、地域の文化及びスポーツの普及振興を図

り、もって心豊かで健康な明るい市民生活の形成に寄与することを目的とする。 

２ 経過 

平成 5 年 7 月 設立 

平成 6 年 1 月 「船橋市総合体育館」の管理運営を開始 

平成 7 年 4 月 「船橋市民ギャラリー」「船橋市茶華道センター」の管理運営を開始 

埋蔵文化財発掘調査業務の受託を開始 

平成 9 年 4 月 「船橋市武道センター」の管理運営を開始 
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平成 15 年 3 月 埋蔵文化財発掘調査業務の受託を終了 

平成 18 年 3 月 指定管理者制度の導入に伴い、「船橋市民ギャラリー」「船橋市茶華道センター」 

「船橋市総合体育館」「船橋市武道センター」の管理運営を終了 

平成 18 年 4 月 「船橋市民ギャラリー」「船橋市茶華道センター」「船橋市総合体育館」「船橋市武 

道センター」について指定管理者の指定を受け、管理運営を開始（5 年間） 

平成 23 年 4 月 「船橋市民ギャラリー」「船橋市茶華道センター」「船橋市総合体育館」「船橋市武道センター」

について、2 期目の指定管理者の指定を受け、管理運営を開始（5 年間） 

平成 24 年 4 月 公益財団法人へ移行 

平成 28 年 4 月 「船橋市民ギャラリー」「船橋市茶華道センター」「船橋市総合体育館」「船橋市武道センター」

について、3 期目の指定管理者の指定を受け、管理運営を開始（5 年間） 

令和 3 年 3 月 「船橋市総合体育館」「船橋市武道センター」の管理運営を終了 

 

３ 事業 

（１）文化及びスポーツの普及振興に関する事業 

（２）心身の健全な発達及び健康増進に関する事業 

（３）文化施設及びスポーツ施設の管理運営に関する事業 

（４）委託を受けた文化・スポーツに関する事業  

（５）その他目的を達成するために必要な事業 

 

７ 公益財団法人船橋市福祉サービス公社   【高齢者福祉課】  

 

１ 設立の趣旨 

急速な高齢化社会の進展や核家族化が進む中で、援助を必要とする高齢者や心身障害者等の大幅な増加が見

込まれていた。 

  こうした社会状況の中で、在宅福祉サービスにおけるニーズはきわめて個別的であり、多様化していること

から行政においてすべてに対応することには限界がある。 

 そこで行政の持つ信頼性を背景とした新しい福祉サービス供給組織が必要となったことから､「福祉と緑の

都市」宣言に伴う記念事業の一環として「財団法人船橋市福祉サービス公社」が設立された。 

 

２ 設立 

平成 6 年 3 月 28 日（財団法人として設立） 

平成 24 年 4 月 1 日（公益財団法人へ移行） 

 

３ 役員構成 

各種団体から選出された理事 9 名、監事 2 名、評議員 9 名によって構成されている。 

 

４ 目的 

 船橋市内の高齢者・障害者、児童と育児を行う親等の生活の充実を図るため、多様な福祉ニーズに応じたき

め細かなサービスを提供するとともに、福祉サービスに関する相談助言及び人材育成等を行い、市民福祉の増
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進に寄与することを目的としている。 

 

５ 事業概要 

Ⅰ 相談・支援サービス事業、人材育成・研修事業、調査研究事業、普及啓発事業 

（１）相談・支援サービス事業 

○福祉全般相談の実施 

○在宅福祉に関する情報の提供や介護相談等の実施 

（２）人材育成・研修事業 

○聴覚障害者支援者養成事業 

○聞こえのサポーター養成事業 

○船橋市介護に関する入門的研修実施事業 

○職場体験学習受入 

（３）調査研究事業 

○高齢者実態把握事業 

○介護認定訪問調査事業 

（４）普及啓発事業 

○公社事業、市の福祉施策等の紹介 

○介護予防講座  

○認知症サポーター養成講座 

○家族のための介護教室 

○児童向け福祉講座 

○地域づくり応援事業 

Ⅱ 高齢者と家族の福祉の増進を目的とする福祉サービス事業 

（１）シニアピア・傾聴ボランティア事業 

（２）居宅介護支援事業 

（３）訪問介護事業 

（４）ひとり暮らし高齢者軽度生活援助員派遣事業 

（５）一般介護予防事業 

（６）やすらぎ支援員訪問事業 

（７）高齢者等食の自立支援配食サービス事業 

（８）ファミリー・サポート・センター事業（介護） 

（９）緊急一時支援事業 

（10）生活・介護支援サポーター事業 

（11）東老人福祉センター指定管理事業 

Ⅲ 障害者と家族の福祉の増進を目的とする福祉サービス事業 

（１）障害福祉サービス事業 

（２）地域生活支援事業 

（３）聴覚障害者支援（設置・派遣）事業 

（４）聴覚障害者支援事業（有償サービス） 

（５）中途失聴者・難聴者手話講習事業 
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Ⅳ 児童と育児を行う親の福祉の増進を目的とする福祉サービス事業 

（１）在宅福祉サービス事業  （さざんかホームヘルプサービス） 

（２）ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業 

（３）養育支援訪問事業 

（４）ファミリー・サポート・センター事業（育児） 

 

８ 四市複合事務組合           【四市複合事務組合】  

 

 四市複合事務組合は、昭和 45年 10月 31日に創設した、地方自治法第 284条に規定する一部事務組合である。 

船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市の４市を構成市とし、特別養護老人ホーム三山園及び斎場（馬込斎場、

しおかぜホール茜浜）の設置及び整備、管理及び運営を行っている。 

 

１ 概要 

○事務所   四市複合事務組合事務局（船橋市福祉ビル内） 

○組合議員  定数 13 人（船橋市 5、習志野市 3、八千代市 3、鎌ケ谷市 2） 

○管理者等  管理者：船橋市長 

副管理者：船橋市副市長 

会計管理者：船橋市会計管理者 

監査委員：船橋市常勤監査委員（識見） 鎌ケ谷市議会議員（議会選出） 

 

２ 令和５年度歳入歳出予算 

○歳入（単位：千円）               ○歳出（単位：千円） 

款 項 金額  款 項 金額 

１サービス収入 
１介護給付費収入 388,174  １議会費 １議会費 1,337 

２自己負担金収入 102,064  ２総務費 １総務管理費  187,760 

２分担金及び負担金 １負担金 1,019,590  ３民生費 １老人福祉費  587,041 

３使用料及び手数料 １使用料 269,292  ４衛生費 １斎場費 591,348 

４県支出金 １県補助金 1  ５公債費 １公債費 560,575 

５財産収入 １財産運用収入 2,925  ６予備費 １予備費 45,000 

６寄附金 １寄附金 1  歳出合計 1,973,061 

７繰入金 １基金繰入金 1,885    

８繰越金 １繰越金 157,140     

９諸収入 １雑入 31,989     

歳入合計 1,973,061     

 

３ 特別養護老人ホーム三山園 

（１）施設概要 

○開設   昭和 47 年 6 月 1 日 
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○施設建替 平成 16 年 3 月 15 日完成  

○所在地  三山 2-3-2 

○敷地   面積 5,053 ㎡ 

○建物   鉄筋コンクリート造 3 階建、延床面積 5,913.10 ㎡ 

○建設費  2,193,422 千円（建替事業費） 

○定員   介護老人福祉施設 100 人 

短期入所生活介護施設 20 人、認知症対応型通所介護施設 12 人 

○職員   園長 1 人、事務長 1 人、事務員 1(1)人、介護支援専門員・生活相談員 4(3)人、看護員 5(5)人、

機能訓練指導員 2 人、管理栄養士 1 人、介護員 24(16)人、運転手(3）、業務員(2)人 

※( )の人数は会計年度任用職員の外書、看護員のうち 1 人再任用職員、 

他に嘱託医師 2 人 

 

（２）介護老人福祉施設入所状況（単位：人） 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

 （３）短期入所生活介護施設利用状況（単位：人） 

（令和 4 年度） 

区分 男 女 計  区分 男 女 計 

船橋市  8  37  45  船 橋 市 575 2,391 2,966 

習志野市 1  14  15  習志野市 340 1,290 1,630 

八千代市 8  11  19  八千代市  5  0  5 

鎌ケ谷市 9  6 15  鎌ケ谷市 0 0 0 

計  26 68  94  そ の 他  0 0  0 

     
計 

人員 920 3,681 4,601 

     1 日平均  2.5  10.1  12.6 

（４）認知症対応型通所介護施設利用状況（単位：人） 

                  （令和 4 年度） 

区分 男 女 計 

船橋市 577  746  1,323 

習志野市 331 392  723 

八千代市 0 0 0 

鎌ケ谷市 0 0 0 

計 
人 員 908 1,138 2,046 

1 日平均 3.9  5  8.9 

 

４ 馬込斎場 

（１）施設概要 

○開設  昭和 55 年 4 月 1 日 

○所在地 馬込町 1102-1 

〇敷地  面積 19,601.70 ㎡（うち都市計画決定区域 15,903.33 ㎡） 

○建物  鉄筋コンクリート造平屋建て（一部地下 1 階、地上 2 階）、延床面積 5,953.93 ㎡ 

○建設費 3,622,661 千円（建築費 2,612,858 千円、用地買収費 1,009,803 千円） 

○式場  4 室（洋室） 
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○霊柩車 1 台（ワンボックス型）※しおかぜホール茜浜と兼用 

○火葬炉 15 基（標準炉 10 基、大型炉 5 基） 

○職員  斎場長 1 人、事務員 1（3）人、運転手 2 人 

※（ ）の人数は会計年度任用職員の外書、運転手のうち 1 人再任用職員 

    ○その他 馬込斎場大規模改修工事概要 

工 期 令和 3 年 2 月 18 日から令和 5 年 2 月 28 日 

工事費 2,086,487 千円 

（２）令和 4 年度利用状況（単位：件） 

区 分 船橋市 習志野市 八千代市 鎌ケ谷市 住民以外 計 

火

葬 

遺体 2,821 114 267 937 143 4,282 

改葬 6 0 3 0 2 11 

計 2,827 114 270 937 145 4,293 

霊柩車 28 0 4 13 1 46 

式 場 ― ― ― ― ― ― 

控室 2,632 93 225 918 110 3,978 

遺体保管室 313 9 18 44 7 391 

※令和 4 年度は大規模改修工事により、式場を閉鎖していた。 

 

５ しおかぜホール茜浜 

（１）施設概要 

○開設  令和元年 10 月 8 日 

○所在地 習志野市茜浜 3-7-6 

○敷地  面積 25,000 ㎡（うち都市計画決定区域 25,000 ㎡） 

○建物  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（地上 2 階）、延床面積 9,947.75 ㎡ 

○建設費 11,453,792 千円（建築費 8,214,995 千円、用地買収費 3,238,797 千円） 

〇式場  4 室（洋室） 

〇霊柩車 1 台（ワンボックス型）※馬込斎場と兼用 

〇火葬炉 12 基（大型炉 10 基、特大炉 2 基） 

〇職員  斎場長 1 人、副斎場長 1 人、事務員 2（5）人 

※（ ）の人数は会計年度任用職員の外書 

（２）令和 4 年度利用状況（単位：件） 

区 分 船橋市 習志野市 八千代市 鎌ケ谷市 住民以外 計 

火

葬 

遺体 3,619 1,596 1,780 293 145 7,433 

改葬 0 4 0 0 0 4 

計 3,619 1,600 1,780 293 145 7,437 

霊柩車  37 14 29  3  0  83 

式 場 480  352  117  52  6 1,007 

控室 3,878 1,884 1,816  315 124 8,017 

遺体保管室 508  376  125  42  8 1,059 
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９ 社会福祉法人船橋市社会福祉協議会   【社会福祉協議会】  

 

１ 目的 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条により地域福祉の推進を図ることを目的とした非営利の民間福祉団

体である。船橋市社会福祉協議会では、「誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域づくり）」

を目標に地域住民との協働活動の促進及び関係機関・団体及び福祉施設等との連携を図り、共助社会の実現を

目指している。 

 

２ 設立経過 

昭和 26 年 12 月 1 日  設立 

昭和 41 年 8 月 31 日  法人格取得 

 

３ 組織 

各種福祉団体及び関係機関から選出された理事 12 名、監事 3 名、評議員 13 名によって運営されている。 

 

４ 主な福祉活動 

（１）社会福祉協議会の基盤強化及び自主財源の確保 

・賛助会員・特別会員等の増強 

・収益事業（自動販売機等）の継続運営 

（２）地区社会福祉協議会事業の推進 

・ミニデイサービス事業の充実 

・ふれあい・いきいきサロン事業の充実 

・子育てサロン事業の充実 

・ボランティア育成事業の推進 

・地域福祉まつり事業の活発化 

・地区広報紙の発行 

・その他地域の特性を生かした自主事業の推進 

・安心登録カード事業の推進 

・避難行動要支援者への支援 

・福祉相談窓口の設置 

（３）ボランティアの発掘・育成 

・ボランティアセンターの運営強化 

・ボランティアグループ等との連絡調整 

・ボランティア研修・講座等の開催 

・福祉教育の推進（小学生向け福祉冊子の作成など） 

・福祉用具等の貸出の推進 

・古切手回収事業の推進 

・企業等による社会貢献活動への支援 
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（４）相談活動の充実 

・高齢者のための法律相談 

（５）次代を担う子ども達の健全育成及び非行防止 

・子どもの遊び場の安全運営強化（点検調査） 

・児童の健全育成活動の支援 

・おもちゃの図書館の運営充実 

・交通遺児家庭への支援 

（６）福祉情報の提供 

・広報紙「ふなばし福祉」の発行 

・ホームページ、ツイッターによる情報提供 

・情報の開示 

（７）貸付事業の推進 

・生活福祉資金貸付事業及び福祉銀行貸付事業の充実と償還指導 

・社会福祉事業振興資金貸付事業の実施 

（８）地域福祉活動計画の促進 

（９）高齢者・障害者等の地域生活の支援 

・たすけあいの会（家事援助等）活動の促進 

・福祉リフトカー運行事業の促進 

（10）ふなばし高齢者等権利擁護センター事業の充実 

（11）他の団体との連携強化 

・社会福祉団体、福祉施設等との連携強化 

（12）共同募金事業の推進 

・共同募金会船橋市支会事業の推進及び地域配分の効果的活用 

・歳末たすけあい募金の適正配分 

（13）中央・西老人福祉センター運営管理の充実 

（14）不要入れ歯リサイクル事業の促進 

（15）地域包括ケアシステムの構築 

・生活支援体制整備の促進 

・「船橋市居住支援協議会」の運営 

（16）生活困窮者の自立支援の促進 

・就労準備支援事業（ボランティア）の推進 

・フードドライブに協力 

（17）災害ボランティアセンターの立ち上げに向けた体制づくり 
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10 株式会社船橋都市サービス        【都市政策課】  

 

１ 設立 

  平成元年 4 月 24 日 

 

２ 設立の趣旨 

  船橋北口駐車場の効率的な経営を行うため、船橋市と金融機関、民間企業等の共同出資により、平成元年 4

月に設立された第 3 セクターである。 

  平成 16 年 4 月 1 日に業務の効率化を図るため、同様な第 3 セクターである株式会社船橋市街地改造公社と

合併した。同年 7 月 1 日社名変更。 

 

３ 目的 

  船橋市のまちづくりに寄与することを目的に次の業務を行う。 

（１）駐車場等の建設及び管理に関する業務 

（２）土地建物の管理及び賃貸に関する業務 

（３）広告及び宣伝業務 

（４）前各号に付帯する一切の業務 

 

４ 株式の状況 

（１）3,500 株 

（２）株主 

船橋市（全体の 50％）     1,750 株 

金融機関・民間会社（17 社）  1,750 株 

 

11 千葉港葛南港区（通称・京葉港）     【政策企画課】  

 

１ 京葉港造成の経緯 

昭和 30 年代から 40 年代にかけ、産業・経済の急速な発展により、また臨海工業地帯の造成、関東内陸部の

工業発展に伴い、輸送需要が増大し、特に東京湾に出入りする貨物量は年々増加の一途をたどっていた｡ 

このため県では、京葉工業地帯の西の拠点である葛南地域の中心港湾として、また激増する東京湾内の港湾

貨物を取り扱うための広域的な港湾整備の一翼を担う港として、通称京葉港（千葉港葛南港区船橋・市川・習

志野港区）の建設計画を樹立したものである。 

本市議会に対しても、昭和 41 年及び 42 年の 2 回にわたり計画案について説明がなされた。また京葉港建設

の前提となる漁民の漁業補償問題については、昭和 41 年から県が漁業協同組合と交渉を重ね、昭和 44 年 3

月 3 日漁業補償交渉が妥結し、「漁業権の放棄に伴う損失補償に関する協定」が締結された。 

この結果、同年 3 月 10 日知事から市議会に対して、第１期事業計画の公有水面埋立許可申請に当たって、

その可否について諮問があり、同年 3 月 26 日これに対して市議会は異議ない旨答申した。 

これにより昭和 44 年度から工事着手、本計画事業については、ほぼ完成した。 
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◎京葉港の概要 

（１）京葉港東地区（船橋・習志野港区） 

位置 

船橋市浜町 2・3 丁目、若松 3 丁目、高瀬町、習志野市茜浜、秋津、香澄、芝園 

公有水面埋立面積 

707ha（うち船橋市域 205ha） 

埋立の目的 

工業用地及びふ頭用地、道路用地等の公共用地を造成 

（２）京葉港中央Ａ地区（船橋・市川港区） 

位置 

船橋市潮見町、市川市東浜 

公有水面埋立面積 

133ha（うち船橋市域 112ha） 

埋立の目的 

工業用地及びふ頭用地、道路用地等の公共用地を造成 

 

２ 京葉港の現状 

京葉港は首都圏における外国貿易の重要な拠点となり、さらに関東の東部内陸地域における流通港湾として

の役割を果たしている。 

昭和 43 年 6 月には、千葉港に編入され、同時に特定重要港湾（平成 23 年より国際拠点港湾）となった。 

  また、京葉港の後背地には、流通加工機能の一翼を担う食品コンビナート、冷凍食品加工工業、紙・ 鉄鋼

等の集散基地、市内中小の集団移転企業などが配置され、活動している。 

 

（１）進出企業の業種 

港湾関連企業として倉庫業、海運業等、流通加工業として食品コンビナート、紙加工品製造業、鉄鋼流通

加工業等が進出している。 

中でも食品コンビナートにあっては、昭和 49 年 3 月に農林水産省が定める「食品工業団地形成促進要綱」

に基づく基本計画の大臣許可を得、現在 33 社の食品メーカー等が操業、世界中から厳選して集めた素材を

加工する一大食品工業団地を形成している。 

ほかにも、市内中小企業の集団化による移転として、機械金属、自動車整備、食品工業、トラックセンタ

ーや卸売団地がある。 

（２）港湾施設 

30,000 トンＤ／Ｗ級（専用ふ頭）及び 15,000 トンＤ／Ｗ級（公共ふ頭）をはじめとする大型貨物船けい

留岸壁が整備されている。 
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３ 港湾取扱貨物量 

◎船橋地区 

（１）公共・専用ふ頭別取扱貨物量     （２）公共ふ頭 

(単位：トン) 

区分  

年 
公共ふ頭 専用ふ頭 計 

 区分 

年 
輸出 輸入 移出 移入 計 

27 4,012,318 2,014,412 6,026,730  27 1,102,025 1,157,057 343,521 1,409,715 4,012,318 

28 4,049,732 1,514,967 5,564,699  28 1,181,467 1,110,707 424,570 1,332,988 4,049,732 

29 4,191,641 1,544,464 5,736,105  29 1,266,214 1,179,943 566,275 1,179,209 4,191,641 

30 4,177,459 1,508,782 5,686,241  30 1,209,281 1,154,823 658,013 1,155,342 4,177,459 

01 4,226,137 1,703,040 5,929,177  01 1,182,109 1,190,096 640,766 1,213,166 4,226,137 

02 3,765,892 1,682,669 5,448,561  02 1,359,336 959,847 442,991 1,023,718 3,765,892 

03 3,743,946 1,783,415 5,527,361  03 1,013,177 911,862 679,934 1,138,973 3,743,946 

 

（３）専用ふ頭 

区分 

年 
輸出 輸入 移出 移入 計 

27 638,557 23,490 230,462 1,121,903 2,014,412 

28 79,136 15,824 238,250 1,181,757 1,514,967 

29 20,743  257,442 1,266,279 1,544,464 

30 45,918  223,432 1,239,432 1,508,782 

01 3,320  317,805 1,381,915 1,703,040 

02   358,189 1,324,480 1,682,669 

03  4,590 413,326 1,365,499 1,783,415 
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12 独立行政法人都市再生機構        【政策企画課】  

 

日本住宅公団は、住宅不足の著しい地域における勤労者のために耐火性能を有する集合住宅を建設し、大規模

な宅地開発事業を実施することにより、健全な市街地を形成することを使命として、昭和 30 年 7 月 25 日「日本

住宅公団法」に基づいて設立された。 

本市においては、昭和 35 年に前原団地が完成して以来、新京成電鉄の沿線に高根台、習志野台団地が相次い

で建設され、さらに昭和 40 年代には船橋駅を中心とした内陸部や臨海部に団地の建設が行われた。 

団地進出に伴う公共公益施設の整備に多額の財政負担を招来し、市の総合開発計画に多大なる支障を及ぼすこと

から、昭和 43 年第 4 回定例会で「団地造成に際しては、過大な財政負担を来さぬよう特段の措置をとられたい」

旨の意見書を議決し、日本住宅公団総裁あてに提出している。 

なお、日本住宅公団は昭和 56 年 10 月 1 日に宅地開発公団と合併し､「住宅・都市整備公団」と称するように

なった。平成 11 年 10 月 1 日から、都市基盤整備公団に組織が移行した。 

また、平成 16 年 7 月 1 日から、独立行政法人都市再生機構に組織が移行した。 

 

１ 各団地の概要 

 

区分 

団地名 

完成年度 

（管理開始年度） 
面積（㎡） 管理戸数（R5.4.1 現在) 市の主な施設 

高根台 

アートヒル高根台 

昭和 36 年 

平成 16 年 
307,822 

賃貸（高根台団地）   1,876 

賃貸（アートヒル高根台） 1,111 

分譲（高根台団地）    220 

計           3,207 

小学校(2)、中学校、保育園、出張所、児童ホーム、 

公民館、老人憩の家 

習志野台 昭和 41 年 235,661 

賃貸          2,043 

分譲           848 

計           2,891 

小学校(2)、中学校、保育園(2)、児童ホーム、消防
署 

南海神 昭和 41 年 9,345 
分譲           120 

計            120 
 

夏見台 昭和 43 年 66,486 
分譲           690 

計            690 
小学校 

若松二丁目 昭和 44 年 166,294 

賃貸          1,333 

分譲           576 

計           1,909 

小学校、中学校、保育園、 児童ホーム、老人憩の
家 

金杉台 昭和 46 年 
 

147,269 

賃貸           440 

分譲          1,098 

計           1,538 

小学校、中学校、保育園、 児童ホーム 

行田 昭和 50 年 134,414 

賃貸          1,524 

分譲           240 

計           1,764 

小学校 (2)、中学校、保育園、消防分署 

芝山 昭和 51 年 230,643 

賃貸          1,641 

分譲           592 

計           2,233 

小学校 (2)、中学校、保育園、出張所、消防分署 

千葉ニュータウン 

小室ハイランド 
昭和 54 年 126,850 

賃貸           401 

分譲           880 

計           1,281 

小学校、中学校、保育園、児童ホーム、老人憩の家、 

公民館、連絡所、消防出張所 

エステート夏見 昭和 57 年 8,664 
分譲           104 

計            104 
 

エステート上山 昭和 57 年 16,908 
分譲           141 

計            141 
 

習志野七ツ台 昭和 58 年 11,444 
分譲           130 

計            130 
 

アルビス前原 平成 11 年 48,607 
賃貸           759 

計            759 
小学校、中学校、保育園、児童ホーム 

計（13 か所） 1,510,407 

賃貸          11,128 

分譲           5,639 

計           16,767 

小学校 (13)、中学校 (8)、保育園(9)、児童ホーム 

(6)、出張所 (2)、連絡所 (1)、公民館 (2)、消防署 

(1)、消防分署 (2)、消防出張所(1)、老人憩の家(3) 

※アルビス前原団地は、前原団地の建替後の住宅の名称である。高根台団地は一部建替が完了しており、建替
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後の住宅の名称はアートヒル高根台となっている。管理戸数のうち分譲については、各団地開発時点の供給

戸数である。 

 

13 千葉ニュータウン            【政策企画課】  

 

１ 計画の概要 

千葉ニュータウンは、東京都心や成田空港との近接性を活かしながら、「住む」「働く」「学ぶ」「憩う」など、

各種機能の複合した総合的な都市づくりを進めるとともに、首都圏における宅地需要に対応した、良好で計画

的な住宅用地及び業務用地等の供給を図り、北総地域の中核都市を形成することを目的として、計画されたも

のである。 

 

２ 事業主体 

千葉県企業土地管理局（旧企業庁）、独立行政法人都市再生機構（旧都市基盤整備公団）（昭和 53 年 3 月 1

日参画）の共同施行となっている。 

 

３ 開発地域 

 千葉県の北部（都心から東方 25～40km、千葉市の北方約 20km）に位置し、東西 18km、南北 2～3km の

帯状の形態を成し、計画総面積は約 1,930ha である。都市計画区域は、印西都市計画区域及び船橋都市計画区

域に、また行政区域は、印西市、白井市及び船橋市の３市にまたがっている。 

 

４ 全体計画 

 事業計画期間は当初昭和 44 年度から 51 年度までの 8 年間であったが、4 回の事業施行期間の延伸を経て、

平成 25 年度（船橋都市計画区域は平成 17 年度）に事業が完了した。事業手法は、新住宅市街地開発法に基づ

く新住宅市街地開発事業として、昭和 42 年 12 月 27 日に印西地区の都市計画決定、昭和 44 年 5 月 13 日に船

橋地区の都市計画決定及び都市計画事業認可を受け施行している。 

しかし、経済、社会情勢と住宅需要の変化に伴い、事業区域等の見直しが行われ、昭和 61 年及び平成 25 年

に都市計画、事業計画変更がなされ、事業区域は約 1,930ha となった。 

（１）住宅 

全体としてまとまりのある安定した地域社会を形成するため、公営住宅、公社住宅、都市機構住宅、個人

住宅（計画人口 143,300 人、人口密度約 74 人／ha）などが有機的に配置されている。 

（２）交通 

鉄道は、ニュータウンの建設に応じて 6 駅が整備されている。 

○北総鉄道（旧北総開発鉄道）（京成高砂駅～小室駅 19.8km） 

昭和 54 年 3 月に北初富駅から小室駅まで、平成 3 年 3 月に京成高砂駅から新鎌ヶ谷駅まで開通してい

る。 

○千葉ニュータウン鉄道（旧都市基盤整備公団鉄道）（小室駅～印旛日本医大駅 12.5km） 

昭和 59 年 3 月に小室駅から千葉ニュータウン中央駅まで、平成 7 年 4 月に千葉ニュータウン中央駅か

ら印西牧の原駅まで、そして平成 12 年 7 月に印旛日本医大駅まで開通している。 

○成田高速鉄道アクセス（印旛日本医大駅～成田空港駅 19.1km） 
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平成 22 年 7 月に開通している。 

（３）土地利用 

住宅地 30%、教育施設用地 4%、購買施設用地 4%、その他公益的施設用地 10%、特定業務施設用地 4%、

複合的土地利用 12%、道路用地 23%、公園緑地用地 9%、その他の公共施設用地 4% 

（４）教育施設 

教育施設は全地域を 17 の住区に分け、原則として住区毎に小学校 1 校計 17 校 2 住区毎に中学校 1 校計

11 校、さらに高等学校を 1 校設ける計画となっており、その他教育施設は必要に応じた配慮をする。 

（５）上下水道 

上水道は、利根川水系から取水する北総地域一帯の広域上水道の一部として計画し、県営水道事業から供

給を受けている。雨水は、各流域の防災調節池に集め、関連河川を経て、印旛沼及び手賀沼に放流している。

汚水は、印旛沼流域下水道に結び、終末処理場で処理の後、東京湾に放流している。 

 

５ 本市関係（小室地区） 

  船橋都市計画区域（小室地区）については、平成 18 年 3 月 14 日に工事完了している。  

（１）計画人口   8,500 人 

（２）開発区域   小室地区の約 90ha 

（３）教育施設   小学校 1 校 中学校 1 校 

（４）その他の施設 保育園 1 園 

複合施設（公民館、児童ホーム、老人憩の家、連絡所） 1 か所 

消防出張所 1 か所 

 

14 千葉県議会議員・千葉県二役             

 

１ 千葉県議会議員（令和 5年 9月 1日現在） 

 

氏名 会派 住所（事務所） 電話（事務所） 

野田 剛彦 立憲民主党千葉県議会議員会 〒274-0077 薬円台 6-6-8 047-464-9333 

石川 りょう 千葉政策議員団 〒274-0816 芝山 2-2-1 ルミエール飯山満 208 080-6575-4711 

仲村 秀明 公明党千葉県議会議員団 〒274-0816 芝山 6-11-4 047-409-0265 

鈴木 ひろ子 自由民主党千葉県議会議員会 〒274-0825 前原西 6-6-13 047-411-6944 

丸山 慎一 日本共産党千葉県議会議員団 〒274-0805 二和東 6-41-20 047-440-5240 

西尾 憲一 平和の党 〒273-0865 夏見 4-16-4 047-460-1061 

中村 実 自由民主党千葉県議会議員会 〒273-0031 西船 4-29-17-101 047-433-4047 

（船橋市選挙区 定数 7 人） 
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２ 千葉県二役（令和 5年 9月 1日現在） 

 

氏名 役職 住所（千葉県庁） 電話 

熊谷 俊人 知事 

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 043-223-2110(代) 穴澤 幸男 副知事 

黒野 嘉之 副知事 

 

15 国会議員                        

 

１ 衆議院議員 

  小選挙区選出（令和 5 年 10 月 10 日現在） 

選挙区 氏名 会派 

第 1 区 千葉市（中央区、稲毛区、美浜区） 田嶋 要 立憲民主党・無所属 

第 2 区 千葉市（花見川区）、習志野市、八千代市 小林 鷹之 自由民主党・無所属の会 

第 3 区 千葉市（緑区）、市原市 松野 博一 自由民主党・無所属の会 

第 4 区 船橋市の一部 野田 佳彦 立憲民主党・無所属 

第 5 区 市川市の一部、浦安市 英利 アルフィア 自由民主党・無所属の会 

第 6 区 市川市の一部、松戸市の一部 渡辺 博道 自由民主党・無所属の会 

第 7 区 松戸市の一部、野田市、流山市 齋藤 健 自由民主党・無所属の会 

第 8 区 柏市の一部、我孫子市 本庄 知史 立憲民主党・無所属 

第 9 区 千葉市（若葉区）、佐倉市、四街道市、八街市 奥野 総一郎 立憲民主党・無所属 

第 10 区 
銚子市、成田市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡、山武

郡の一部 
林 幹雄 自由民主党・無所属の会 

第 11 区 
茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里

市、山武郡の一部、長生郡、夷隅郡 
森 英介 自由民主党・無所属の会 

第 12 区 
館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、

南房総市、安房郡 
浜田 靖一 自由民主党・無所属の会 

第 13 区 
船橋市の一部、柏市の一部、鎌ケ谷市、印西市、白井市、

富里市、印旛郡 
松本 尚 自由民主党・無所属の会 

 

２ 参議院議員 

千葉県選出区 定数 6 人（令和 5 年 10 月 17 日現在） 

氏名 会派 任期開始日 

石井 準一 自由民主党 

令和元年 7 月 29 日 豊田 俊郎 自由民主党 

長浜 博行 各派に属しない議員 

猪口 邦子 自由民主党 

令和 4 年 7 月 26 日 臼井 正一 自由民主党 

小西 洋之 立憲民主・社民 

 


